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有効期間５年（令和13年12月31日まで） 

令和８年３月10日 

 

各 所 属 長  様 

    生 活 安 全 部 長 

                        （人身安全対策課） 

 

人身安全関連事案への対処に係る留意事項について（通達） 

 

人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案（以下「人身安全関連事

案」という。）については、「人身安全関連事案への適切な対処要領等につい

て」（令和８年３月10日付け警察本部長通達。以下「対処要領通達」という。）

のほか、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案については、「恋愛感情等の

もつれに起因する暴力的事案への迅速かつ的確な対処の徹底について」（令和８

年３月10日付け警察本部長通達。以下「恋もつ通達」という。）、行方不明事案

については、「行方不明者発見活動に関する規則」（平成21年国家公安委員会規

則第13号。以下「規則」という。）及び「行方不明者発見活動に関する規則の運

用上の留意事項等について」（令和８年１月26日付け警察本部長通達。以下「規

則留意事項通達」という。）、児童虐待事案については、「児童の安全確保を最

優先とした児童虐待への対応について」（令和８年１月22日付け警察本部長通

達）、高齢者虐待事案については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す

る支援等に関する法律の施行を踏まえた高齢者虐待事案への適切な対応につい

て」（令和５年１月23日付け警察本部長通達）、障害者虐待事案については、

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行を踏ま

えた障害者虐待事案への適切な対応について」（令和５年１月23日付け警察本部

長通達）、「精神科病院における障害者虐待事案への適切な対応について」（令

和６年３月26日付け警察本部長通達）、「ストーカー加害者に対するカウンセリ

ング・治療等制度運用要領の制定について」（令和６年４月26日付け警察本部長

通達）及びストーカー加害者等に対する連絡の実施について」（令和８年１月22

日付け警察本部長通達）により対応しているところ、その対処に係る留意事項に

ついては次のとおりであるので、適切な運用に努められたい。 

なお、令和８年４月１日、本通達の施行に伴い、「人身安全関連事案への対処

に係る留意事項について」（令和６年８月29日付け生活安全部長通達）について

は廃止する。 

 

第１ 人身安全関連事案への対処に係る留意事項 

 １ 人身安全関連事案への該当性の判断 
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   人身安全関連事案は、人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案

とされていることから、ストーカー事案等の恋愛感情等のもつれに起因する

暴力的事案に該当しないことをもって人身安全関連事案に該当しないとの誤

った判断をしないよう留意すること。 

   例えば、恋愛感情等と関係のない騒音や金銭をめぐるトラブル、知人間・

親族間のトラブル等であっても、加害者と被害者等の関係等から事態が急展

開して重大事件に発展するおそれが大きい事案であれば、人身安全関連事案

として組織的・継続的な対処を行い、被害者等の保護等に万全を期するこ

と。 

 ２ 警察署長及び人身安全関連事案プロジェクトチームへの速報 

人身安全関連事案については、事案の危険性・切迫性を組織的に評価する

ため、事案を認知した段階及び危険事象（対処要領通達４ アの「危険事

象」をいう。以下同じ。）を認知した段階で、その全てについて遅滞なく警

察署長及び人身安全関連事案プロジェクトチーム(対処要領通達３ の「人身

安全関連事案プロジェクトチーム」という。以下「人身安全ＰＴ」という。)

に速報することとされている。 

警察署長及び人身安全ＰＴへの速報については、特に被害者やその親族等

（「被害者等」という。）、関係機関から警察署で相談を受けている場合や

行方不明者届を受理している場合には、可能な限り被害者や届出人等を帰宅

させる前に、速報するよう指導を徹底すること。 

速報を受けた人身安全ＰＴは、配偶者からの暴力事案等と児童虐待事案の

ように、人身安全関連事案として複数の要素が絡み合う事案があり得ること

を念頭に置きつつ、事案認知の段階から継続的に情報を集約して事態を掌握

し、警察署に対し必要な指導・助言・支援を一元的に行うこと。 

なお、事案認知の段階では、人身安全関連事案該当性の判断が困難な場合

もあり得るところ、そのような場合には、当該事案が人身安全関連事案に該

当するものとして警察署長及び人身安全ＰＴに速報するよう徹底すること。 

３ 危険性・切迫性の評価、事件性の判断 

   警察署長による事案の危険性・切迫性の評価、事件性の判断 

   警察署長は、警察署で事案を認知した段階及び危険事象を認知した段階

において、次のア～オに留意して、被害者等に危害が加えられる危険性・

切迫性の評価及び事件性の判断を行うとともに、被害者等からの聴取を実

施する場合には、生活安全部門及び刑事部門の担当者による共同聴取を確

実に行わせること。 

  ア 被害者等の安全が確保されているか。 

  イ 加害者の言動が刑罰法令に抵触していないか。 

  ウ 当該事案に関連する取扱い等（他の都道府県での取扱いを含む。）の
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有無を確認しているか。 

  エ 事案の危険性・切迫性を過小評価していないか。 

  オ 危険事象の発生がないか。 

また、事案の危険性・切迫性が高いことを否定できないとき、又は危険

性・切迫性の評価が困難であるときについても、危険性・切迫性が高いも

のとみなし、同様の対処を行うこと。 

なお、加害者に暴力的な言動等があるにもかかわらず、加害者からの報

復を恐れるなど加害者の性格や行動が危険であることを理由に被害の届出

をしない旨を被害者が申し立てている事案についても、危険性・切迫性が

高いものと評価し、事件化するよう努めること。 

   人身安全ＰＴによる危険性・切迫性の評価、事件性の判断 

警察署から報告を受けた人身安全ＰＴは、警察署長による事案の危険

性・切迫性の評価及び事件性の判断に対して、上記ア～オに留意して警察

署への指導・助言を行うともに、事後の対処結果を確認すること。あわせ

て、事案に応じ対処要領通達３ オの現場支援要員の派遣等必要な支援を

行うこと。 

なお、事案の危険性・切迫性の評価基準については別に定める。 

 ４ 被害者等の保護等 

    被害者等の危機意識の醸成 

    被害者等の中には、事態の危険性・切迫性を正しく認識していなかった

り、加害者に対する警戒心が十分でなかったりする者がいることから、被

害者等の保護等を行う際は、過去の事例等を踏まえた注意喚起を行うな

ど、より一層の危機意識の醸成を図ること。 

    一時避難等の措置 

    警察署において事案を認知した段階又は危険事象を認知した段階におい

て、被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性が極めて高いと認められ

る場合には、被害者等を帰宅させることなく、安全な場所へ速やかに避難

させること。そのためにも、平素から女性相談支援センター、配偶者暴力

支援センター、児童相談所その他関係機関と緊密な協力関係を確立してお

くこと。 

    また、一時避難場所の確保に係る公費負担制度等の積極的な活用を図る

こと。 

    なお、一時避難等の必要性が認められるにもかかわらず、やむを得ない

事情があり避難させられない場合には、被害者等の身辺警戒等の措置を確

実に行うこと。 

    被害防止のための資器材の活用等 

    被害者等の身辺警戒のほか、ＧＰＳ緊急通報装置、ビデオカメラ等の被
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害防止のための資器材の積極的な活用、110番緊急通報システムへの登録等

の保護措置を講じること。 

    なお、当該資器材の貸し出しに当たっては、被害者等に対して事前に操

作要領を経験させるなど、その使用方法を十分に理解させること。 

  被害者等への配慮 

被害者等から人身安全関連事案の申出等を受理し対応するに当たって

は、警察署等の適切な施設で行い、外から見えない相談室で話を聞くな

ど、被害者等の安全の確保やプライバシーに十分配意した対応をするとと

ともに、事案の特性に鑑み、被害者等の負担を軽減し、二次被害を与えな

いよう、被害者等の希望する性別の警察官による事案対応等の配慮をする

こと。被害児童に対しては、児童の心理・特性に関する専門的知識・知見

を有する少年育成官を積極的に活用すること。 

また、被害者等が外国人である場合には、言葉の問題や文化・習慣・法

制度の違いなどを意識して対応するなど、当該被害者等が置かれている状

況に配慮し、適切に対応すること。 

    被害者等に関する個人情報の保護の徹底 

被害者等の安全を確保するため、被害者等の氏名、住所等のほか、電話

番号やメールアドレス等を含む個人情報の保護を徹底すること。例えば、

人身安全関連事案の加害者の中には、被害者等が住所等を変えた場合に

は、当該場所を探し出そうとする者もいるところ、警察が保有する被害者

等に係る個人情報については、被害者等の生命及び身体を保護する上で特

に重要な情報であることを認識し、当該情報の取扱いには十分留意するこ

と。 

特に、他部門における別事件の取扱いにおいて、秘匿避難している被害

者等の氏名及び住所又は居所を被疑者情報として広報すること等がないよ

う、秘匿避難に係る情報の共有を図るとともに、他部門においても照会等

を確実に実施するよう指導を徹底すること。 

 ５ 関係する警察本部間の情報共有 

人身安全関連事案の関係場所が複数の都道府県にわたる場合や加害者又は

被害者等が他の都道府県へ転居した場合には、別添「人身安全関連事案連絡

票」を用いて情報共有を行うとともに、関係する都道府県警察と連携を密に

して対処にすること。 

ただし、行方不明事案の情報共有等については、警察共通基盤システムに

おける相談業務・人身安全関連事案業務等システムによる行方不明事案情報

管理業務により行うこと。 

６ 確実な記録化 

事案の認知から終結に至るまでの間、警察署において事案を認知した状
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況、被害者等からの申出内容等はもとより、被害者等及び加害者に対する措

置状況、事案の危険性・切迫性の評価の経緯、人身安全ＰＴによる指導・助

言の内容、終結に至った経緯、関係する都道府県警察への情報共有状況等の

当該事案に係る対処状況について、広島県警察における警察共通基盤システ

ムによる相談業務・人身安全関連業務等システム内の人身安全関連業務に係

る情報管理業務（以下「人身安全システム」という。）に確実に登録し記録

化すること。 

 ７ 人身安全関連事案該当性の判断が困難な場合への対応 

人身安全関連事案への対処に当たっては、事態の進展に応じて危険性・切

迫性を的確に評価する必要があることから、人身安全関連事案該当性の判断

が困難な場合であっても、警察署長及び人身安全ＰＴへの報告を幅広に行う

ことが重要である。 

したがって、人身安全関連事案に該当する可能性がある事象を把握した場

合には、各種照会業務により照会を行い、より的確な判断に資するための関

連情報の把握に努め、警察署長や人身安全ＰＴへの報告や記録化を幅広に行

うこと。 

８ 警察本部長へ報告する事案 

    ストーカー事案等関係者の行方不明事案 

  人身安全関連事案のうち、危険性・切迫性が極めて高く、特異なもの 

 

第２ 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対処に係る留意事項 

１ 意思決定支援手続の実施 

恋もつ通達３ イにおいて別に定めることとされた意思決定支援手続につ

いては、次のとおりとする。 

  趣旨 

恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案では、加害者が身近な者であ

るなどの理由から、被害届の提出等をためらうことも見受けられることか

ら、事案の特徴、警察として執り得る措置、被害者自身の選択・決断・協

力の必要性等を分かりやすく説明し、理解を求めた上で、被害者の意思決

定を支援することが必要である。 

  実施方法 

警察署等において、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案を認知し

た際に、次のア～ウの別添書面について説明及び記入を実施する。 

その際、被害者等が事案の危険性・切迫性を正しく認識しているとは限

らないため、この種の事案の特徴等を十分に説明し、刑事手続を執ること

を強く促すこと。 

また、以下の書面を用いて説明する際は、措置の法的根拠、それぞれの
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法的効果、手続の流れ等を十分に説明した上で、被害者等の安全確保の観

点から、被害者の意思決定を支援すること。 

 なお、こうした説明にもかかわらず、記入について協力が得られなかっ

た場合は、その経緯について人身安全システムに確実に登録し記録化する

こと。 

ア 「警察に来られたあなたへ」 

被害者等に対して、この種事案の特徴、被害者自身の選択、協力の必

要性等を説明する際に活用するもの。 

イ 「ストーカー対策の流れ・ＤＶ（配偶者からの暴力等）対策の流れ」 

被害者等に対して、警察の執り得る措置等を説明する際に活用するも

の。 

ウ 「ストーカー・ＤＶ等への対応について（意思決定書面）」 

ア、イによる説明後、被害者に自書での記入を求めるもの（押印・指

印を求めることは必要ない。）。 

なお同書面の連絡先については、被害者連絡の際、同書面の連絡先を

確認し誤連絡を防止するために活用することから、被害者に理解を求

め、可能な限り同書面に記入を求めること。 

  留意事項 

ア 上記(2)ア及びイの書面は被害者に必ず交付すること。 

イ 上記 ウの書面については、自書での記入の意義を踏まえ、事案ごと

の関係書類として確実に電子データ化の上、人身安全システムに添付登

録し保存すること。 

  人身安全システムに登録済みの書面については、事案に係る警察対応

が終結した日の翌年１月１日から１年間保存すること。 

ウ 被害者がＮＰＯ等の紹介を希望した場合は、直接ではなく、県や市町

の配偶者暴力相談支援センターに間接的に依頼することとしても差し支

えない。 

２ 警察署における対応上の留意事項 

  事案対応時の留意事項 

被害者等が恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案について申し出た

際、加害者との関係や被害の状況、受けた被害に対する感情等について、

被害者等が客観的かつ十分な説明をすることは必ずしも期待できないこと

を念頭に置いた上で、事実関係を詳細かつ正確に把握すること。そのため

には、「どんな被害を受けたのか」などと漠然と問いかけるのみならず、

加害者の言動に焦点を当てて、例えば、「殺すと言われたことがある

か」、「１時間に１回は連絡するよう強要されていないか」と問いかける

など、被害者等の供述の信用性担保を踏まえ、誘導や暗示を与える聞き方
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を避けつつ具体的事実を確認するなどの工夫をすること。 

  犯罪捜査と並行した行政措置等の検討 

事案対処に際し、加害者に対する犯罪捜査に着手した場合であっても、

並行して、ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12年法律第81

号。以下「ストーカー規制法」という。）に基づく警告又は禁止命令等

や、被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成13年法律第31号。）に基づく裁判所に対する保護命令の申立て等が

可能であることに十分留意し、被害者等の安全確保のために執り得る法令

上の措置を幅広く検討すること。 

  情勢変化への的確な対応に関する留意事項 

ストーカー規制法を適用して事件を立件する際、急を要する場合には、

犯罪事実について「合理的な疑いを超えた証明」までは得られなくとも強

制捜査の要件を満たした段階で早期に加害者の逮捕等を行うよう下命する

など、被害者等の生命及び身体を保護するために警察署長の権限をいかに

行使してその職責を全うするかという観点を最優先し、積極的かつ迅速な

事件化を念頭に置いた指揮をすること。 

なお、情勢変化に迅速的確に対応するためにも、事案対処の過程におい

て把握した加害者又は被害者等の動向の変化等について過小評価すること

なく、客観的に危険事象であると認められる場合には、直ちに警察署長及

び人身安全ＰＴに報告しつつ、危険性・切迫性の評価を見直すこと。 

 ３ 関係機関との連携体制の確保 

  連携体制の確保 

恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案を認知した際、被害者等を安

全な場所へ速やかに避難させるため、被害者保護に係る中心的な機関であ

る配偶者暴力相談支援センター及び女性相談支援センターからの一時保護

委託先となる施設との連携体制を確保すること。被害者に子がいる場合

は、児童虐待が伏在している可能性があることから、児童相談所とも連携

体制を確保すること。 

また、公的施設に加えて、民間シェルターとの連携を図るほか、一時保

護施設使用料支給制度を運用し、ホテル等の宿泊施設についても一時避難

先として利用するように努めること。 

さらに、被害者等の状況に応じた保護措置が確実に図られるよう、地域

の実情に応じ、できるだけ多数の機関等との連携を確保すること。その

際、夜間や休日、地理的状況、家族等の状況等に応じた連携がとれるよう

配意すること。 

  連携確保に当たっての留意事項 

被害者等の保護措置に関して、関係機関との協議会等の場で協議するな



8 
 

どして、連携体制の構築について理解を得るほか、例えば、夜間・休日の

受入れ、保護施設への同行方法、外国人被害者等及び障害のある被害者等

への対応、退所時の警察への連絡等、運用において調整を要する事項につ

いても、あらかじめ協議又は確認をしておくこと。 

また、関係機関に対しては、警察の権限及び任務について理解を得ると

ともに、各種制度、役割等について相互に確認し、被害者等に適切に教示

できるよう留意すること。 

さらに、全ての職員に対して恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案

における関係機関による被害者保護に係る役割について理解させ、関係機

関との連携協力が図られるよう教養を推進するとともに、関係機関と協議

又は確認した事項について関係職員に周知し、連絡や対応を適切に行うよ

う留意すること。 

 

第３ 児童虐待事案への対処に係る留意事項 

 １ 事案の継続的な管理 

   警察が関与していたにもかかわらず児童が死亡するに至る児童虐待事案が

発生していることを踏まえ、警察署長は、児童虐待事案についても、ストー

カー事案等の他の人身安全関連事案と同様に、人身安全ＰＴと連携して事案

の危険性・切迫性の評価を適切に行った上で、 

  〇 児童の身体のあざ、傷、やけどの痕等の外傷が認められる事案 

  〇 凶器を使用した事案 

  〇 一方の保護者と他方の保護者の関係が、支配関係にあると思われる事案 

  〇 保護者に精神的に不安定な言動が認められる事案 

  〇 保護者又は児童に自殺企図又は自殺願望の言動が認められる事案 

  〇 保護者に児童に対して危害を加えるなどの言動が認められる事案 

  〇 児童相談所から援助要請を受けて警察が対応した事案 

  〇 児童相談所が一時保護した事案 

〇 保護者やその交際相手に育児の能力や意欲が十分にないと認められる事案 

  〇 その他児童虐待の危険性・切迫性が高いと認められる事案 

  に該当するものについては、事案の継続的な管理を行うこと。 

具体的には、児童相談所に通告や情報提供を行うことをもって事案の対処

を終えることなく、継続的に、危険事象を認知した場合の人身安全ＰＴへの

速報及び事案の危険性・切迫性の評価を行うともに、その危険性・切迫性に

応じ、児童相談所と連携しつつ、児童の安全確認、保護者との面談、児童相

談所等からの情報収集、児童相談所への対応の要請等を行うこと。 

   人身安全ＰＴは、事案認知時及び継続対応時のいずれの段階においても、

ストーカー事案等の他の人身安全関連事案と同様に、事案の危険性・切迫性
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の評価や対処方針の決定について助言・指導を行うなど、必要な対応を行う

こと。 

 ２ 留意点 

   児童虐待事案への対処に当たっては、児童相談所と緊密に連携することが

重要であり、平素の児童相談所との会議や訓練等を通じて、児童相談所の役

割や考え方について理解を深める必要がある。 

実際の対処に当たって警察の対処方針が児童相談所の対応方針と異なる場

合においても、可能な限り児童相談所と調整を行うことが望ましいが、調整

の遅れによって児童の生命及び身体の保護という警察の責務を果たせないこ

とのないよう、十分に留意すること。 

 

第４ 行方不明事案への対処に係る留意事項 

 １ 特異行方不明者該当性の判定 

規則第11条及び規則留意事項通達第２の６において、受理署長（規則第10

条に定める「受理署長」をいう。以下同じ。）は、行方不明者届を受理した

段階はもとより、その後の継続的な発見活動により得られた情報を踏まえ、

随時、当該行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを判定すること

とされている。 

この場合において、「行方不明となる特段の原因・動機が確認できなかっ

た」という消極的な情報については、特異行方不明者該当性を判定する上で

十分参考とされるべきものであるとともに、同情報は、規則第２条第２項第

３号に規定する「行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして」の

「その他の事情」に当たると解されることに留意すること。 

 ２ 事案の継続的な管理 

人身安全ＰＴは、警察署と連携して、特異行方不明者に係る事案のうち、

発見に至っていない事案を継続的に管理すること。 

あわせて、受理署長に対し、行方不明者の発見に資する情報等を収集する

ため、届出人その他関係者と適時連絡を取るよう指導・助言を行うこと。 

 ３ ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への適切な対処 

行方不明者届の受理に当たっては、行方不明者がストーカー事案又は配偶

者からの暴力事案等の関係者である場合、加害者に拘束されているなど犯罪

被害によるものである可能性を吟味する必要があることから、当該行方不明

者がこれらの事案の関係者でないか等について他の都道府県警察の取扱いも

含め、必ず確認を行うこと。 

その結果、行方不明者がストーカー事案又は配偶者からの暴力事案等の関

係者である場合には、特異行方不明者（犯罪被害）の可能性を考慮し、必要

な捜査を行うこと。 
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また、ストーカー事案又は配偶者からの暴力事案等の被害者に関する行方

不明者届の受理等については、次の点に留意すること。 

  被害者から援助の申出がなされた後、被害者に係る行方不明者届が提出

されようとした場合 

ア 援助を実施する際の留意事項 

被害者からの申出を受け、ストーカー規制法第７条第１項又は配偶者

暴力防止法第８条の２に基づく警察本部長等の援助（以下単に「援助」

という。）として、加害者に被害者の住所又は居所を知られないように

するための措置を講じる警察本部長等は、警察が当該被害者の生命及び

身体の安全を確認できる場合には、当該被害者は規則第２条第１項に定

める「行方不明者」に該当しないため行方不明者届は受理されないこと

等について、当該被害者に対し説明すること。 

イ 関係警察署長への通知 

行方不明者届については、規則第６条第１項に基づき、原則として行

方不明者が行方不明となった時における住所又は居所を管轄する警察署

長が受理することとされていることから、援助を実施した警察本部長等

は、被害者の住所又は居所を管轄する警察署長に対し、当該被害者に対

する援助を実施している旨を通知すること。 

ウ 加害者が被害者に係る行方不明者届をしようとした場合への対応 

警察においてその生命及び身体の安全を確認している被害者につい

て、加害者が当該被害者を追跡する手段として行方不明者届をしようと

した場合、加害者に対し、当該被害者は規則第２条第１項に定める「行

方不明者」に該当しないことから行方不明者届を受理することはできな

い旨を説明し、以後、加害者からの当該被害者に係る行方不明者届を受

理しないこと。       

  被害者に係る行方不明者届を加害者から受理した後、両者の関係性が判

明した場合 

加害者から被害者に係る行方不明者届の届出がなされ受理した後に、被

害者が警察にストーカー事案又は配偶者からの暴力事案等に関して申し出

るなどして、届出人が加害者であり、被害者に係る行方不明者届であるこ

とが明らかとなった場合、被害者から被害状況等を聴取、記録化した上

で、援助を実施するなど必要な措置を講ずること。 

被害者である行方不明者を発見した場所を管轄する警察署長は、規則第

25条第３項に定める行方不明者発見票を作成するとともに、受理署長に対

し、当該行方不明者は被害者であることが判明したこと、援助を実施した

こと等を通知すること。 

上記通知を受けた受理署長は、規則第26条第２項に基づき、被害者であ





人身安全関連事案連絡票 

事 案 の 種 類 

□ ストーカー事案  □ 配偶者暴力事案等 

□ 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案 

□ 児童虐待 □ 高齢者虐待 □ 障害者虐待 □ 非定型事案 

被 害 者 等 

(行方不明者、被害児童) 

 

年  月  日生（  歳） 男 ・ 女 

加 害 者 
 

年  月  日生（  歳） 男 ・ 女 

住 居 関 係 
現  住  居： 

転居先住居： 

家 族 構 成 

 

添付書類の内容 

(添付書類に記載されている内

容について、□にレ点を記入) 

□ 相談受理・相談内容等の通報者・相談者に係る情報 

□ 被害者等の人定（氏名、年齢、住所等、連絡先、加害者との関係等） 

□ 加害者の人定（氏名、年齢、住所等、連絡先、前歴、車両番号等） 

□ 関係者（届出人、親族、友人、弁護士等）に係る情報 

□ 被害者等に指導教示・援助した内容及びその結果 

□ 加害者に対する措置の内容及びその結果 

□ 児童虐待事案対応に関する内容 

 （ □ 児童通告書 □ 少年事案処理簿 □ 児童相談所の対応処置結果 

     □ 閲覧制限関連情報 □ 関係機関との情報共有状況 ） 

□ その他（                          ） 

連 絡 事 項 

 

□ 別紙のとおり 

関係警察本部への連絡 

（警察本部担当課記入） 

  年   月   日午（前・後）   時   分 

（発信者             受理者           ） 

    年   月   日午（前・後）   時   分 

（発信者             受理者           ） 

作成者 所属 
 

 
階級  氏名  

警電

番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

 

 

 



 

☆ 警察に来られたあなたへ 

 

１ 知っていただきたいこと 
 
○ あなた自身や子供、親族、同僚等に対する殺人、傷害等重大事案へ 
 発展するおそれがあること 
 
○ いったん暴力がおさまって相手が優しくなっても、それはいわゆる 
 「ハネムーン期」かもしれないこと 
 → また暴力が再開される可能性は充分あります。 
 

激しい暴力 
暴力爆発期 

 
 
 
 

蓄積期           ハネムーン期 
ストレスが蓄積される     謝罪して極度に優しくなり 
               二度と暴力を繰り返さない 
               と誓う 

 
○ まだ相手方に情が残っている・・。外ではまじめな人なのに・・。 
  自分さえ我慢すれば・・等と考えていませんか？ 
 → あなた自身やあなたの子供、親族、同僚等の生命や身体を守る 

ことを第一に考える必要があります。 
 
 

２ あなた自身の決意と協力が必要です。 
 

※ 担当の警察官からそれぞれの対応について説明をよく受けて下さい。 
 

☆ 被害届の提出（刑事手続） 
☆ ストーカー規制法に基づく警告、禁止命令等の申出（警察） 
☆ ＤＶ（配偶者暴力）防止法に基づく保護命令の申立て（裁判所） 

 
上記の説明のほか，以下の内容について警察からアドバイスが受けられます。 

 ・ 親族等に相談～あなたの生命、身体を本当に大切にしてくれる人に相談を 
 ・ 専門の弁護士、行政書士に相談～証拠収集・保管等に関する相談を 

 ・ 相手方の知らない場所への転居や一時避難は、被害を防止する上で有効です。 
 
 

３ 「ストーカー・ＤＶ等への対応について」に記入してください。 
 

「ストーカー・ＤＶ等への対応について」に記入をお願いします。 



　

【凡例】

ストーカー規制法：ストーカー行為等の規制等の法律

配偶者暴力防止法：配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

ストーカー対策の流れ ＤＶ（配偶者からの暴力等）対策の流れ

 ※ 法的にストーカーとＤＶの両方に該当することがあります。 

 警察以外の対応 警察の対応 警察の対応  警察以外の対応

刑事手続をとってほしい
被害防止の援助

を受けたい
専門の行政機関等
を紹介してほしい

加害者を引き離してほしい

ストーカー規制法など 刑法その他刑罰法令 ストーカー規制法 ストーカー規制法 ストーカー規制法 警察法など

専門の行政機関等
を紹介してほしい

刑事手続をとってほしい 禁止命令等してほしい 書面で警告してほしい
被害防止の援助

を受けたい
注意、口頭指導
等をしてほしい

配偶者暴力
相談支援センター

・
   法テラス・ＮＰＯ

等

被害の届出をする
「禁止命令等申出書」を

提出する
「警告申出書」を

提出する
「援助申出書」を

提出する

刑法その他刑罰法令 配偶者暴力防止法
配偶者暴力防止法

など
配偶者暴力防止法

「保護命令」の申立て

被害の届出をする
「援助申出書」を

提出する
配偶者暴力

相談支援センター
・

   ＮＰＯ　　等

地方裁判所

捜査・検挙 禁止等命令書の交付 警告書の交付 援助申出の例

○子どもへの接近禁止命令
（１年間）

捜査・検挙 援助申出の例 保　護　命　令

暴行、傷害、脅迫、
器物損壊、名誉毀損

違反した場合
○被害の防止に関する活動を行って
いる組織等の紹介をしてほしい

暴行、傷害、脅迫、
器物損壊、名誉毀損等

○配偶者暴力相談支援セン
ター等の紹介をしてほしい

○接近禁止命令
（１年間）

ストーカー行為罪等 捜査・検挙
○ストーカー行為等をした者の氏名
等を教えてほしい

○住民基本台帳を閲覧等さ
れないための支援をしてほし
い

2年以下の拘禁刑又は
200万円以下の罰金

○住民基本台帳を閲覧等されないた
めの支援をしてほしい

 ○被害防止に資する物品の
貸出し等をしてほしい

○電話等一定の行為に
対する禁止命令

（１年間）

罰則

○警告、禁止命令等を実施したこと
を明らかにする書面を交付してほし
い

○被害を自ら防止するための
措置を教示してほしい

○親族等への接近禁止命
令

（１年間）

○被害を自ら防止するための措置を
教示してほしい

○110番緊急通報登録システ
ムに登録してほしい

○退去等命令
（原則２か月間、特例により

６か月間）

○被害防止に資する物品の貸出し等
をしてほしい ○被害防止交渉のための必

要な事項の相手方への連絡
や警察施設の利用を希望す
る

違反した場合

○110番緊急通報登録システムに登
録してほしい

捜査・検挙

○被害防止交渉のために必要な事
項等の相手方への連絡や警察施設
の利用を希望する 罰則

２年以下の拘禁刑又は
200万円以下の罰金



ストーカー・ＤＶ等への対応について 
（意思決定書面） 

 
   年  月  日 署名           

警察から連絡する際の電話番号 ※ 連絡可能な電話番号をできるだけ複数記載願います。（家族、親戚、職場等） 
① 本人 ② その他（      ） ③ その他（     ） 

※ 連絡がつかない場合、安否確認のため、自宅や職場等に訪問したり、職場等に連絡する場合がありますのでご協力願います。 

 
１ 警察にとってもらいたい対応等 

（以下の質問項目に○を付け、その理由を書いてください。） 
(1) 刑事手続について 

ア 相手を捕まえてほしい 
イ 相手を捕まえてほしくない 
 【捕まえてほしくない理由：                       】 

 
(2) 文書警告､禁止命令等について（ストーカー事案のみ実施可） 

ア 文書による警告をしてほしい 
イ 禁止命令等をしてほしい 
 【ア、イの措置をとってほしくない理由：                 】 

 
(3) その他の対応について 

ア 注意、口頭指導等してもらいたい 
イ 注意、口頭指導等をしてほしくない 
 【注意・口頭指導等をしてほしくない理由：                】 
ウ 現時点では、決心できない。（ 日・ 週・ 月）後を目処に確認してほしい 
エ その他（                          ） 

 
２ 親族、弁護士（会）、配偶者暴力相談支援センター、ＮＰＯ等への相談  

（該当する項目に○を付けてください） 
ア 既に相談した（相談先：                       ） 
イ 具体的な相談予定あり 
ウ 「援助申出書」記載のとおり（本日、警察に紹介された窓口等に相談予定） 
エ 具体的な相談予定なし・未定 

 
３ 転居・避難の有無（転居先等について □知られている □知られていない） 

（該当する項目に○を付けてください） 
ア 転居する（住所：                           ） 
イ 一時避難する（住所：                         ） 
ウ 避難しない 
 【避難しない理由：                           】 
エ 避難・転居済み 

 
４ 自由記載（この件についての考え方や今後のことで書きたいことがあれば自由に 
  書いてください。せまくて書ききれないときは、裏面に続きを書いてください。）  

   

 

 

（注） 担当職員は、２ア又はイに該当する場合の相談先、３ア、イ又はエに該当する場合の転居・避難先について聴取し

たときは、別途、相談記録簿等に記録すること。 


